
 

 

平成 27 年 1 月 16 日    

                                （通算第 236 号）     

  問い合わせ先        

長野県庁園芸畜産課   

 電話 026-235-7232   

 

 

 

 

  

1 月 15 日に岡山県の養鶏場において、「高病原性鳥インフルエンザ」が疑われ

る事例が確認され、同日、疑似患畜疑似患畜疑似患畜疑似患畜であることが確認されました。 

本例は、宮崎県、山口県の発生に続き、今季４例目となります。 

本病の発生を防ぐため、ウイルス侵入防止対策を徹底ウイルス侵入防止対策を徹底ウイルス侵入防止対策を徹底ウイルス侵入防止対策を徹底してください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家畜保健衛生所 電話番号 家畜保健衛生所 電話番号 

佐久 0267-62-4123 飯田 0265-53-0439 

 上田支所 0268-23-1630 松本 0263-47-3223 

伊那 0265-72-2782 長野 026-226-0923 

県庁園芸畜産課 026-235-7232   

 

 

岡山県の養鶏場で 

高病原性鳥インフルエンザの発生を確認！ 

異状の通報異状の通報異状の通報異状の通報    

はこちらへはこちらへはこちらへはこちらへ    

★ 家きんの健康観察をこまめに行い、異状の早期発見に努めましょう。 

★ 飼養衛生管理基準を遵守し、病気の侵入を防ぎましょう。 

★ 野鳥等の侵入防止のため、鶏舎には２cm角以下の網目の防鳥ネットを設置し、

間隙を塞ぎましょう。また、破損が見つかったら、直ちに補修しましょう。 

★ 農場入口では車両、靴、持込む物等の消毒を徹底し、畜舎内外の消毒を行い

ましょう。 

★ 外部からの人や車をなるべく農場に入れないようにしましょう。やむを得ず

入れる場合は、海外への渡航歴や他農場を訪問していないかどうか確認しまし

ょう。 

★ 従業員の方も含めて、鳥インフルエンザが発生している国（中国、韓国、東

南アジアなど）への渡航は控えましょう。 

� 所在地：岡山県 笠岡市（かさおかし） 東大戸（ひがしおおど） 

� 飼養状況：約 20 万羽（採卵鶏） 

� 経 緯 

(1)1 月 15 日朝、当該農場主から井笠家畜保健衛生所に「死亡する鶏が多い。

（１月 14 日 13 羽、15 日 15 羽）」との連絡。 

(2)同日、井笠家畜保健衛生所が当該農場への立入検査を行い、簡易検査を実施

したところ、7 羽中 2 羽が陽性。 

(3)その後、岡山家畜保健衛生所において簡易検査を実施したところ、9 羽中 5

羽の陽性を確認。 

(4)遺伝子検査（PCR 検査）で H5 亜型の遺伝子が確認されたことから、高病

原性鳥インフルエンザの疑似患畜と判定。 

発生状況 

対策のポイント


